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食料を海外からの輸入に大きく依存

廃棄物の処理に多額のコストを投入

食料の家計負担は大きい

深刻な子どもの貧困

・食料自給率（カロリーベース）は38％
（農林水産省「食料需給表（令和4年度）」）

・市町村及び特別地方公共団体が一般廃棄物の処理に
要する経費は約２.１兆円/年
（環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等について（令和３年度）」）

・食料が消費支出の1/4以上を占めている
（総務省「家計調査（2022年）」）

・子どもの貧困は、９人に１人と依然として高水準
（厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査」）

世界の人口は急増

深刻な飢えや栄養不良

・2021年は約79億人、2050年には約97億人と予測
（国連「World Population Prospects The 2022)」）

・飢えや栄養で苦しんでいる人々は約7.7億人
・５歳未満の発育阻害は約1.5億人

（国連食糧農業機関（FAO）
「The STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD（2022）」）

●食品ロス量は年間523万トン（令和3年度推計）≒国連世界食糧計画（WFP）による食料支援量（約480万トン）の1.1倍

●毎日大型（10トン）トラック約1,433台分を廃棄

●年間１人当たりの食品ロス量は42kg →毎日おにぎり１個分（114g）の食べ物を捨てている計算

世界の食料廃棄の状況

・食料廃棄量は年間約13億トン
・人の消費のために生産された食料のおよそ1/3を廃棄

（国連食糧農業機関（FAO）「世界の食料ロスと食料廃棄（2011年）」）

<日本> <世界>

我が国の食品ロスの状況
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（農林水産省及び環境省 推計)（単位 万トン）
※端数処理により合計と内訳の計が一致しないことがあります。

2030年度に、2000年度と比べ、家庭系食品ロス量、事業系食品ロス量いずれも半減できるよう取組を推進。

年度 2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2030

家庭系 433 302 282 289 291 284 276 261 247 244 216

事業系 547 330 339 357 352 328 324 309 275 279 273

合計 980 632 621 646 643 612 600 570 522 523 489

(▲56%)

(▲51%)

(▲53%)

(▲50%)

(▲50%)

(▲50%)

（ )内の数字は、2000年度比率

(/2000) (/2000)
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食品廃棄物等
2,402万トン

食品関連

事業者

一般家庭

資料：農林水産省及び環境省「令和３年度推計」

事業系食品廃棄物等

（1,670万トン）

家庭系食品廃棄物等

（732万トン）

うち食品ロス量
（可食部分と考えられる量）

523万トン

事業系食品ロス

規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し

（279万トン）

家庭系食品ロス

食べ残し、過剰除去、
直接廃棄

（244万トン）

〔参考〕 産業廃棄物の総排出量は３億7,400万トン（令和２年度） 、一般廃棄物の総排出量は4,095万トン（令和３年度）

資料：環境省「産業廃棄物の排出・処理状況について」、「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」 4

事業系

279万トン

53%

家庭系

244万トン

47%

外食産業
80万トン

15%

食品製造業
125万トン

24%

食品卸売業
13万トン

2%

食品小売業
62万トン

12%

過剰除去
34万トン

7%

直接廃棄
105万トン

20%

食べ残し
105万トン

20%

食品資源の
利用主体

食品ロス量
523万トン
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令和元年5月31日公布（令和元年法律第19号）
令和元年10月１日施行

食品ロスの削減の定義（第２条）

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組
基本的施策（第14条～第19条）

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等

※ 必要量に応じた食品の販売・購入､販売・購入をした食品を無駄にし
ないための取組等、消費者と事業者との連携協力による食品ロスの
削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②食品関連事業者等の取組に対する支援

③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰

④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究

⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供

⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に
伴って生ずる責任の在り方に関する調査・検討

責務等（第３条～第７条）

国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進
（第８条）

食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に
当たっては、この法律の趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進

食品ロス削減月間（第９条）

食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10
月）を設置

基本方針等（第11条～第13条）

・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針※を策定（閣議決定）

・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定

※令和２年３月31日 閣議決定

食品ロス削減推進会議（第20条～第25条）

内閣府に､関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う
食品ロス削減推進会議を設置

（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

前文

・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り
組むべき課題であることを明示

・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していく
よう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくこと、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品
として活用するようにしていくことを明記

➡ 多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言

＜食品ロスの問題＞
・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄
・持続可能な開発のための2030アジェンダ（2015年9月国連総会決議）でも言及

資源の無駄（事業コスト・家
計負担の増大）、環境負荷の
増大等の問題も

※食品ロスの削減の推進に関する法律（略称 食品ロス削減推進法）



持続可能な社会の実現

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進

学校

大学等
事業者

地方公共団体

文部科学省
経済産業省

農林水産省

環境省

消費者

関係団体 消費者庁

厚生労働省

食品ロス削減推進の基本的な方向

「食品ロスの削減の推進に関する法律」の規定に基づき、行政、事業者、消費者等の
取組の指針となるものとして策定

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針

国民各層が食品ロスの問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまら

ず「行動」に移すことが必要。

• 食べ物を無駄にしない意識を持ち、

• 食品ロス削減の必要性について認識した上で、

• 生産、製造、販売の各段階及び家庭での買物、保存、調理の各段階において、食品ロスが発

生していることや、

• 消費者、事業者等、それぞれに期待される

役割と具体的行動を理解し、

• 可能なものから具体的な行動に移す
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⚫ 家庭系食品ロス、事業系食品ロスともに、

2000年度比で2030年度までに食品ロス量を半減：980万トン→489万トン

⚫ 食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合：80%

削減目標等

事業活動による食品ロスを把握、商慣習を含め見
直しに取り組む。

例）

• 規格外や未利用の農林水産物の有効活用。

• 賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延

長、納品期限（３分の１ルール）の緩和。

• 季節商品（恵方巻きなど）の予約販売等。

• 値引き・ポイント付与等による売り切り。

• 外食での小盛りメニュー等の導入。

• 持ち帰りへの対応。

消費者等への普及啓発、食品関連事業者等の取組
への支援、情報の収集・提供、未利用食品を提供
するための活動の支援等を実施。

都道府県及び市町村は、地域の特性を踏まえた取
組を推進するため、「食品ロス削減推進計画」を
策定（努力義務）。
国は、計画策定を促進。

例）

• 食品ロス削減の施策の推進。

• 災害時用備蓄食品の有効活用。

• 主催イベントでの食品ロスの削減。

各々の主体がそれぞれの立場で、食品ロスの問題を「他人事」ではなく、『我が事』として捉え、行動に移すことを促進。

日々の生活の中でできることを一人一人が考え、
行動に移す。

例）

注文の際、

適量を注文しましょう。

乾杯後３０分は、
席を立たず、料理を楽しみ
ましょう。

お開き前１０分は、
自分の席に戻って、再度、

料理を楽しみましょう。

３０１０運動

• 買物の前に家にある食材をチェック。

• 定期的な冷蔵庫内の在庫管理。

• 食卓に上げる料理は食べきれる量に。

• 外食時は食べきれる量を注文、

宴会時の３０１０運動等の実践、

残った場合は自己責任の範囲で持ち

帰り。

食品ロスの削減の推進において消費者、食品の生産・製造・販売等に関わる事業者等に求められる役割
と行動

〔小盛りメニュ―
等の導入〕

〔期限切れの災害用
備蓄食品の提供〕 〔食品ロス削減全国大会〕

〔恵方巻きのロス削減
プロジェクトの目印〕

《消費者》 《農林漁業者・食品関連事業者》 《国・地方公共団体》



食品ロス削減推進法 第12条、第13条
都道府県及び市町村※は、食品ロス削減推進法の基本方針を基に、食品ロス削減推進計画を策定（努力義務）
※市町村は、本基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画を踏まえて策定することが望まれる。

⚫ 我が国全体として、食品ロスの削減を推進していくためには、国が実施する施策に加えて、より生活に身近な地方公共団体において、それぞれの地域の
特性を踏まえた取組を推進していくことが重要。

⚫ 食品ロス削減推進計画は、地域における食品ロスの削減にとって、消費者教育、環境、廃棄物処理、産業振興、地域づくり等の観点から、重要な位

置付けを有するもの。

食品ロス削減推進計画の意義

食品ロス削減推進計画の策定状況（47都道府県）

消費者庁調べ：令和４年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について

北海道

青森

秋田 岩手

山形 宮城

新潟 福島

富山 群馬 栃木

石川 長野 埼玉 茨城

福井 岐阜 山梨 東京 千葉

島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重

福岡 和歌山

長崎 佐賀 大分 愛媛 香川

熊本 宮崎 高知 徳島

鹿児島

沖縄

策定・公表済み

令和６年度以降に策定予定

策定・公表済み

45

新規の計画を策定

23

既存の計画の一部として対応

23

令和５年度以降に策定予定

1
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食品ロス削減推進計画の策定状況（20指定都市）

消費者庁調べ：令和４年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について

青森

秋田 岩手

山形 宮城

新潟 福島

富山 群馬 栃木

石川 長野 埼玉 茨城

福井 岐阜 山梨 東京 千葉

島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重

福岡 和歌山

長崎 佐賀 大分 愛媛 香川

熊本 宮崎 高知 徳島

鹿児島

沖縄

北海道

２

5 611 

12  

14  16  17 
1819

20  

10 

15 

1

3

4

７9

8

13  

指定都市

①札幌市

②仙台市

③ さいたま市

④ 千葉市

⑤横浜市

⑥川崎市

⑦ 相模原市

⑧新潟市

⑨静岡市

⑩浜松市

⑪ 名古屋市

⑫京都市

⑬大阪市

⑭ 堺市

⑮神戸市

⑯岡山市

⑰広島市

⑱北九州市

⑲福岡市

⑳熊本市

策定・公表済み

(既存の計画の一部として対応)

15

令和５年度に策定予定

(既存の計画の一部として対応)

3

令和６年度以降に策定予定

2

策定・公表済み

令和５年度に策定予定

令和６年度以降に策定予定
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策定・公表済み

146

令和５年度に策定予定

47

令和６年度以降に策定予定

38
策定するか検討中

200

現時点では策定の予定はない

1,265 

未回答

26

内訳
新規の計画を策定 33
既存の計画の一部として対応 113

市区町村において、 「策定・公表済み」と回答したのは、146自治体。「令和５年度に策定予定」は、47自治体。「令
和６年度以降に策定予定」は、38自治体。半数以上の自治体が「現時点では策定予定はない」と回答。

市区町村（1,722）

食品ロス削減推進計画の策定状況（1722市区町村）



・食品ロスの削減に向けて、国民各層がそれぞれの立場において主体的に課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸
成とその定着を図っていくことが重要。

・地域等において食品ロスの削減を担う人材を育成するため、教材の開発、提供等を推進。 ⇒消費者庁は「食品ロス削減ガイドブック」を作成

消費者庁
【育成の支援】
・体系的かつ網羅的な教材の作成・提供
・都道府県向け説明会等
・助言
・地方消費者行政強化交付金の支援

環境団体社福協学校・大学等
食生活改善・

食育等活動団体
消費者団体・
地域婦人会等

・・・

環境活動メンバー協会員、ボランティア教員、学生食生活改善推進員・
食育アドバイザー

消費者・事業者等

地方公共団体

食品ロス削減推進サポーター
（例）

食品ロス削減推進法の基本方針・基本的施策（抜粋）

・食品ロス量（令和元年度） 522万トン
≒国連世界食糧計画（WFP）により食料援助量（約420万トン）の1.2倍

・国民一人あたり年間41Kg

2030年度の目標として、2000年度比に対して半減
（980万トン → 489万トン）

我が国の食品ロスの現状 我が国の食品ロス削減の目標

食品ロス削減推進サポーター育成の体制イメージ

会員、ボランティア

普及啓発・助言

食品ロス削減ガイドブックの活用

サポーターの支援
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自治体や団体と連携し、地域に根差した食品ロスに関する周知啓発、削減の取組を進める食
品ロス削減推進サポーターを育成するため、令和４年７月から、消費者庁開催「食品ロス削減
推進サポーター育成オンライン講座」を実施。

▼第４回オンライン講座の開催は、令和６年２月ごろを予定

オンライン受講者

《消費者庁作成「食品ロス削減ガイドブック」
を使用したオンライン講座の様子》

※令和５年９月末時点。申請は随時受付中
※オンライン講座・試験を踏まえてサポーターとして活動希望する者

サポーター登録申請者 約2,100人※

申請後、消費者庁が認定した者へ認定証、認定バッヂの送付

サポーターとしての活躍の場（例）

➢ 地方公共団体が開催する食品ロス削減に関する講座

➢ 自団体内で開催する学習会

➢ 地域イベントでの啓発（イベント、ファーマーズマーケット、展示会等）

➢ 学校現場でのSDGs、環境、社会、家庭科、食育等での出前授業

➢ 地元の一般事業者への社員教育

➢ 地元の食品事業者等への食品ロス削減の助言

等

民間団体・個人等のほか、
自治体職員も登録
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《消費者庁食品ロス削減特設サイト
食品ロス削減推進サポーター向けページ》

https://www.no-foodloss.caa.go.jp/supporter/

《消費者庁 食品ロス削減啓発チラシ・冊子》

食品ロス削減特設サイト、SNS、メルマガによる情報提供、また啓発資材の提供。
年１回、サポーターからの活動報告をもとに状況を把握し、報告内容について情報共有。

《消費者庁食品ロス削減Twitter》
https://twitter.com/caa_nofoodloss



➢ サポーターが活躍できる「場」の提供（講座の開催やイベントでの起用）

※サポーター育成においても同様

➢ 可能な範囲で、講座の開催場所や通信手段などの支援

➢ 開催の案内・周知

➢ サポーターの育成や活動に必要な資材の提供

（消費者庁作成の「食品ロス削減ガイドブック」や参考資料、地方公共団体作成の啓発資材等）

➢ サポーターへの助言

➢ 食品ロス削減に向けた実態把握、地域の特性の把握、地元事業者などと連携して収集した情報等の

サポーターへの提供

→これから推進計画を策定する場合には、計画に盛り込む内容の参考にもなる

➢ サポーターの登録状況を把握し、講座を希望する者への講師派遣の紹介・斡旋等

➢ サポーターの仲間を増やすための周知・案内

14
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＜補助対象＞
消費者行政に関わる
・消費生活相談員
・行政職員
・教員

地方消費者行政強化交付金

○国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体を支援

○消費生活相談員、消費者行政職員等のレベルアップのため、消費者トラブル等に関する研修の参
加に必要な経費を支援

○引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援

令和５年度予算案 １７．５億円
令和４年度補正予算 ２０．０億円

１ 重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化※

２ 国の重要政策に係る消費生活相談員等レベルアップ事業

（１）社会のデジタル化の進展・電子商取引の拡大への対応
（２）配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）への相談対応
（３）消費者教育・消費者政策の普及啓発（新型コロナウイルス感染症に関する消費者問題を含む）
（４）消費者政策に関連する法改正等への対応

地方消費者行政強化事業（１．２．は原則補助率１/２、３．は定額）

事業メニュー

研修メニュー

概 要

（１）情報化対応の推進（メール、ＳＮＳ等を活用した消費生活相談のデジタル対応、デジタル補助員の設置に係る経費など）
・自治体連携の促進による相談体制の維持・充実（指定消費生活相談員及び主任相談員による相談機能の強化、広域連携の立上げなど）

（２）配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）に対する相談・見守り体制の整備・運用
（３）消費者教育・啓発への取組
（４）ＳＤＧｓへの取組（エシカル消費、消費者志向経営、食品ロス削減等）
（５）法執行体制の強化、事業者のコンプライアンス確保への取組

※自主財源化の充実への取組が不十分な地方公共団体に対し、一部３分の１の補助率を導入。（１）の一部事業メニューの補助率は定額。

○平成２９年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備等の事業について引き続き支援

地方消費者行政推進事業（旧地方消費者行政推進交付金）（補助率 : 定額）

３ 霊感商法を含めた悪質商法対策事業
事業メニュー

（１）消費者被害の防止・早期発見（消費者教育の推進・周知啓発、消費者安全確保地域協議会の構築、運営）
（２）消費生活相談等の機能強化（消費生活相談の機能強化、悪質事業者等への対応強化）

・食品ロス削減の周知・啓発
・食品ロス削減推進計画の策定
・食品ロスの実態調査
・フードドライブ・フードバンク支援
・食品ロス削減推進サポーター育成
等に活用いただけます。
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